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○福井県森づくり条例 

平成２０年１２月２５日 

福井県条例第５２号 

福井県森づくり条例を公布する。 

福井県森づくり条例 

森林は、県民の生活に必要な木材等の林産物を供給するだけではなく、清らかな水と空気を育み、災

害から県民の生命と財産を守り、多様な生態系を支えるなどの重要な役割を果たしており、県民にとっ

てかけがえのない財産である。 

ところが今日、森林を支えてきた山村地域における過疎化や高齢化の進行、長引く木材価格の低迷等

により、森林の荒廃が進みつつあり、森林の多面的機能の持続的な発揮が危ぶまれる状況になっている。 

平成１６年７月１８日に起きた福井豪雨は、県内に死者・行方不明者５名、住宅の被害１万４，０４

４世帯という甚大な被害をもたらした。森林の荒廃による保水力低下が、被害を拡大した大きな要因と

指摘されている。 

また、人為的な温室効果ガスの放出により、地球温暖化が進行しており、その対策が急務とされてい

る。森林は、温室効果ガスの主要な構成要素である二酸化炭素の吸収源としても、再評価されるに至っ

ている。 

こうした状況の中、平成２１年６月７日には、本県において、第６０回全国植樹祭が開催されること

となっている。森林の荒廃により大きな災害を被った本県が、森林の保全による豊かな地域づくりを全

国に発信することは、本県の森づくりにとって好機と考えるべきである。 

ここに、県民の財産である森林を守り育て、豊かな水と緑に恵まれたふるさとを次代に引き継ぐこと

を目的に、この条例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、森づくりに関し、基本理念を定め、県の責務ならびに市町、森林所有者、森林組

合、事業者および県民の役割を明らかにするとともに、県の施策の基本となる事項を定めることによ

り、森づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって豊かな森を次代に引き継いでいくこ

とを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(１) 森づくり 森林を守り、または育てることをいう。 

(２) 森林の多面的機能 森林の有する県土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、地球温暖化の

防止、林産物の供給等の多面にわたる機能をいう。 

(３) 森林所有者 県内に所在する森林の所有者をいう。 

（基本理念） 
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第３条 森づくりは、森林の多面的機能が持続的に発揮されるよう、長期的な展望に立って、計画的に

推進されなければならない。 

２ 森づくりは、森林が県民にとってかけがえのない財産であることにかんがみ、県民の主体的な参画

により推進されなければならない。 

３ 森づくりは、県、市町、森林所有者、森林組合、事業者および県民の適切な役割分担ならびに相互

の連携の下に推進されなければならない。 

（県の責務） 

第４条 県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、森づくりに関する施

策を策定し、および実施する責務を有する。 

２ 県は、森づくりの推進に当たっては、国および市町と相互に連携を図るものとする。 

（市町の役割） 

第５条 市町は、基本理念にのっとり、当該市町の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた森づくり

に関する施策の策定および実施に努めるとともに、県が実施する森づくりに関する施策に協力するも

のとする。 

（森林所有者の役割） 

第６条 森林所有者は、基本理念にのっとり、その所有する森林について、森林の多面的機能が確保さ

れることを旨として、森づくりに努めるとともに、県が実施する森づくりに関する施策に協力するよ

う努めなければならない。 

（森林組合の役割） 

第７条 森林組合は、基本理念にのっとり、森づくりおよび森林資源の有効な利用の促進に積極的に取

り組むとともに、県が実施する森づくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。 

（事業者の役割） 

第８条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、森林の多面的機能の確保

に配慮するとともに、県が実施する森づくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。 

（県民の役割） 

第９条 県民は、基本理念にのっとり、森林の多面的機能による恩恵を享受していることを深く認識し、

森づくりに関する活動に積極的に参加するとともに、県が実施する森づくりに関する施策に協力する

よう努めなければならない。 

（基本計画） 

第１０条 知事は、森づくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画（以下

「基本計画」という。）を策定するものとする。 

２ 基本計画には、森づくりに関する中長期的な目標、基本となる方針、施策の方向その他必要な事項

を定めるものとする。 
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３ 知事は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ森林所有者、森林組合、事業者および県民

の意見を反映することができるよう、必要な措置を講ずるものとする。 

４ 知事は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ福井県森林審議会の意見を聴くものとする。 

５ 知事は、基本計画を策定したときは、これを公表するものとする。 

６ 前３項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

（森づくりに関する理解の促進） 

第１１条 県は、森づくりに当たっては、森林の多面的機能についての県民の理解を促進することが重

要であることにかんがみ、森林の多面的機能に関する情報の提供その他の普及啓発に努めるものとす

る。 

（森づくりの日） 

第１２条 県民の間に広く森づくりについての理解を深めるとともに、森づくりに関する活動への参加

の意欲を高めるため、福井県森づくりの日（以下「森づくりの日」という。）を設ける。 

２ 森づくりの日は、６月の第１日曜日とする。 

３ 県は、森づくりの日において、その趣旨にふさわしい行事を実施するよう努めるものとする。 

（県民の参加の確保） 

第１３条 県は、森づくりに関する活動に係る情報の提供、指導者の育成等を行うことにより、県民の

参加による森づくりが円滑に行われるよう努めるものとする。 

（財政上の措置） 

第１４条 県は、森づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるもの

とする。 

（森づくりの状況等の公表） 

第１５条 知事は、毎年、森づくりの状況および県の森づくりに関する施策の実施状況を公表するもの

とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に策定され、および公表されている森づくりに関する県の基本的な計画であ

って、森づくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るためのものは、第１０条の規定により

策定され、および公表された基本計画とみなす。 

 


